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令和３年第４回牛久市議会定例会会期日程  

 

日 次 月   日 曜 開 議 時 刻 摘        要 

第１日 11月30日 火 午前１０時 

○開   会 

○議席の一部変更 

○会議録署名議員の指名 

○諸般の報告 

○会期の決定 

○議 案 上 程 （５６号～６６号） 

○提案者説明 

○議 案 上 程 （諮問３３号） 

○提案者説明 

○質   疑 

○討   論 

○採   決 

○意見書案上程 （１４号） 

○提案者説明 

○休 会 の 件 

○散   会 

第２日 12月１日 水 休   会 ○議 案 調 査 

第３日 12月２日 木 午前１０時 

○開   議 

○一 般 質 問 

○延   会 

第４日 12月３日 金 午前１０時 

○開   議 

○一 般 質 問 

○休 会 の 件 

○延   会 

第５日 12月４日 土 休   会  

第６日 12月５日 日 休   会  



第７日 12月６日 月 午前１０時 

○開   議 

○一 般 質 問 

○延   会 

第８日 12月７日 火 午前１０時 

○開   議 

○一 般 質 問 

○議 案 上 程 （５６号～６６号） 

○意見書案上程 （１４号） 

○質   疑 

○委員会付託 

○休 会 の 件 

○散   会 

第９日 12月８日 水 休   会 
○総務企画常任委員会 

○教育文化常任委員会 

第10日 12月９日 木 休   会 
○保健福祉常任委員会 

○環境建設常任委員会 

第11日 12月10日 金 休   会 ○予算常任委員会 

第12日 12月11日 土 休   会  

第13日 12月12日 日 休   会  

第14日 12月13日 月 休   会 予備日 

第15日 12月14日 火 休   会 予備日 

第16日 12月15日 水 休   会 ○議 事 整 理 



第17日 12月16日 木 午前１０時 

○開   議 

○議 案 上 程 （５６号～６６号） 

○意見書案上程 （１４号） 

○請 願 上 程 （５号） 

○各委員長報告 

○委員長に対する質疑 

○討   論 

○採   決 

○閉会中の事務調査の件 

○閉   会 

 



令和３年第４回牛久市議会定例会 

 

議事日程第１号 

    令和３年１１月３０日（火）午前１０時開会 

 日程第 １．議席の一部変更について 

 日程第 ２．会議録署名議員の指名 

 日程第 ３．会期の決定 

 日程第 ４．議案第５６号 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

              関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第５７号 牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

              る条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ６．議案第５８号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ７．議案第５９号 令和３年度牛久市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第 ８．議案第６０号 令和３年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２ 

              号） 

 日程第 ９．議案第６１号 令和３年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１０．議案第６２号 令和３年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１１．議案第６３号 令和３年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

              １号） 

 日程第１２．議案第６４号 令和３年度牛久市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第１３．議案第６５号 市道路線の路線変更について 

 日程第１４．議案第６６号 工事請負契約の締結について 

 日程第１５．諮問第３３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第１６．意見書案第１４号 土地利用規制法等の強化改正を求める意見書の提出につい 

                て 

 日程第１７．休会の件 



午前１０時００分開会 

○杉森弘之 議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。定足数に達しておりますので、令和３年第４回牛

久市議会定例会を開会いたします。 

 日程第１、議席の一部変更についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議席の一部変更について 

 

○杉森弘之 議長 会派フォーサイトの解散に伴い、会議規則第４条第３項の規定により、議

席の一部を変更いたします。 

 変更する議席番号及び氏名を職員に朗読させます。 

○飯田晴男 庶務議事課長 それでは、変更議席番号及び氏名を読み上げます。 

 ４番、伊藤裕一議員、５番、長田麻美議員、６番、山本伸子議員、７番、柳井哲也議員、９

番、甲斐徳之助議員、１０番、池辺己実夫議員、１１番、守屋常雄議員、以上でございます。 

○杉森弘之 議長 お諮りいたします。ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更すること

に御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更する

ことに決定いたしました。 

 ここで、自席にて暫時休憩いたします。 

                午前１０時０２分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１０時０３分開議 

○杉森弘之 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 この際、新型コロナウイルス感染対策として、今期定例会の日程における議席を指定いたし

ます。議席はただいま御着席のとおり指定いたします。 

 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会議録署名議員の指名 

 

○杉森弘之 議長 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、３番秋山 泉議員、

４番伊藤裕一議員をそれぞれ指名いたします。 



 次に、この際、諸般の報告をいたします。 

 今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第５６号ないし議案第６６号の１１件、諮

問第３３号の１件、意見書案第１４号の１件、請願第５号の１件であります。 

 なお、今期定例会において、本日までに受理した請願は、サイドブックスに登載した請願付

託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしましたから報告をいたします。 

 次に、令和３年第３回定例会で可決した教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に

係る意見書、出産育児一時金の増額を求める意見書、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議

論を求める意見書、新型コロナウイルス感染症専用病棟の早急な整備等を求める意見書、県の

浄水費の契約水量を使用実態に合わせること及び浄水費の引き下げを求める意見書、コロナ禍

による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の６件については、内閣総理

大臣ほか関係機関に提出いたしましたので報告いたします。 

 次に、市長から、地方自治法１８０条第１項の規定より専決処分した報告第１２号の１件に

ついて、同条第２項の規定により報告がありましたので、サイドブックスへの登載をもって報

告済みといたします。 

 次に、総務企画常任委員会委員長から、閉会中の継続調査の報告がございましたので、これ

をサイドブックスに登載しておきました。 

 次に、今期定例会に説明員として地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、サイド

ブックスへ登載した名簿のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会期の決定 

 

○杉森弘之 議長 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より１２月１６日までの１

７日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、会期は本日より１２月１６日までの１７

日間と決定いたしました。 

 次に、日程第４、議案第５６号ないし日程第１４、議案第６６号の１１件を一括議題といた

します。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第５６号 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 



        める条例の一部を改正する条例について 

 議案第５７号 牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

        改正する条例について 

 議案第５８号 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第５９号 令和３年度牛久市一般会計補正予算（第５号） 

 議案第６０号 令和３年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第６１号 令和３年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第６２号 令和３年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第６３号 令和３年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第６４号 令和３年度牛久市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 議案第６５号 市道路線の路線変更について 

 議案第６６号 工事請負契約の締結について 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋治市長。 

      〔根本洋治市長登壇〕 

○根本洋治 市長 改めまして、おはようございます。 

 本日、令和３年第４回牛久市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれまし

ては出席を賜り、開会できることを感謝申し上げます。 

 議案の説明に入る前に、皆様の御尽力により、市内における新型コロナ感染症は落ち着いた

状態が続いておりますが、海外では新たな変異株が確認され、第６波の到来も懸念されてござ

いますが、引き続きマスクの着用など基本的な感染予防対策の徹底をお願いいたします。 

 また、ワクチン接種につきましては、２回接種済みの方が８割を超えており、３回目の接種

につきましても準備を進めているところでございます。 

 ３回目の接種の対象者につきましては、２回目の接種完了から原則８か月以上経過した１８

歳以上の方で、１１月２４日以降、順次接種券を送付し、１２月１３日から医療従事者を対象

として接種を開始いたします。 

 ６５歳以上の方の接種の予約方法につきましては、会場・日時を指定した接種券を郵送し、

６４歳以下の方は、ホームページ、ＬＩＮＥ、電話、保健センター窓口の予約といたします。

今後のワクチン供給の状況によりスケジュール等は変更の可能性がありますので、その際は随

時お知らせしたいと思います。 

 また、１１月１９日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」となる

子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、詳細な情報は来ておりませんが、国・県の動



向を注視し、準備が整い次第、議会にお諮りさせていただきたいと考えております。 

 それでは、本定例会に提出しました議案について御説明申し上げます。 

 本定例会に提出されました議案は、条例の改正、補正予算、道路の路線変更、工事請負契約

の締結並びに人事案件など、全部で１２件であります。 

 それでは、人事案件を除く議案につきまして御説明申し上げます。 

 議案第５６号は、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例であります。本件は、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、事業所の諸記

録の作成、保存等について電磁的方法により対応が可能となるよう改正するものでございます。 

 議案第５７号は、牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例であります。本件は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を

改正する省令の施行に伴い、事業所の記録等の作成、保存等について電磁的記録ができるよう

改正するものでございます。 

 議案第５８号は、牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。本件

は、出産育児一時金の支給について、支給額４０万４，０００円を４０万８，０００円に引き

上げるものでございます。 

 議案第５９号は、令和３年度牛久市一般会計補正予算（第５号）でありまして、既定の予算

額に４億２，３９１万５，０００円を追加し、予算の総額を２９８億４００万２，０００円と

するものでございます。歳入歳出予算、繰越明許費、債務負担行為及び地方債について補正す

るものであります。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳入の主なものといたしまして、地方交付税は、普通交付税

額の確定に伴う増額であり、国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金の計上、新型コロナウイルス予防接種補助金の増額計上及び猪子住宅新築事業の先送りによ

る社会資本整備総合交付金の減額等でございます。 

 県支出金は、障害者自立支援給付費負担金の増額、産地パワーアップ事業交付金の減額等で

ございます。 

 繰入金は、後期高齢者医療事業特別会計繰入金の計上及び今回の補正予算調製に伴い不足す

る財源について、財政調整基金の繰入金を計上するものでございます。 

 諸収入といたしましては、地域総合整備資金貸付金元金の増額計上、児童クラブ間食費・消

耗品費の減額等であり、市債につきましては、猪子住宅新築事業の先送りに伴う市営住宅建設

事業債の減額等でございます。 

 次に、歳出の主なものといたしまして、総務費の総務管理費は、職員採用試験の３回目を実



施することに伴う委託料の増額であり、戸籍住民基本台帳費は、会計年度任用職員の任用に伴

う増額等であります。 

 民生費の社会福祉費は、グループホーム等の浴室改修に対する地域介護・福祉空間整備等の

施設整備補助金の計上、障害者介護給付費及び自立支援医療費の増額計上並びに前年度の精算

に伴う国庫返還金の計上等でございます。 

 児童福祉費は、障害児給付費の増額計上及び国庫返還金の計上であり、生活保護費は、国庫

返還金の計上等でございます。 

 衛生費の保健衛生費は、新型コロナウイルス感染症予防接種の３回目接種に向けた委託料等

の増額計上であり、清掃費は、焼却灰の排出量の増加に伴う塵芥処理委託料の増額計上等であ

ります。 

 農林水産業費の農業費は、産地パワーアップ事業補助金等の減額及び茨城県機構集積協力金

交付事業費補助金の計上であります。 

 商工費は、牛久市事業者応援給付金及び牛久シャトー運営に係る経営安定化補助金の計上並

びにかっぱ祭りの中止に伴う補助金の減額等でございます。 

 土木費の都市計画費は、北部地域宅地開発検討に係る都市計画変更手続事前準備費の計上で

あり、住宅費は、ウッドショックによる材料価格高騰により、猪子住宅新築事業を先送りにし

たことによる猪子住宅建設費の減額等でございます。 

 教育費の小学校費及び中学校費は、ふるさと牛久応援寄附者の意向による、おくの義務教育

学校の図書購入費の計上であり、幼稚園費は国庫返還金の増額であります。 

 社会教育費は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため児童クラブのおやつ提供中止によ

る減額及びネットワーク環境整備に係る経費の計上であり、保健体育費は、牛久シティマラソ

ンの中止に伴う減額等でございます。 

 公債費は、地域総合整備資金貸付金の繰上償還の申出に伴う繰上償還元金の計上であります。 

 第２表の繰越明許費につきましては、７事業について本年度内に完了できない見込みである

ことから、予算を翌年度に繰り越して使用するため設定するものでございます。 

 第３表の債務負担行為につきましては、令和３年度における公共施設の管理業務及び機器等

の保守業務等に関し、準備期間に日数を要することから、新たに設定するものでございます。 

 第４表の地方債につきましては、猪子住宅新築事業の先送りによる廃止及び臨時財政対策債

の確定に伴う減額であります。 

 議案第６０号は、令和３年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）でありま

して、既定の予算額に１億２，９９０万５，０００円を追加し、予算の総額を７９億６，５３

３万４，０００円とするもので、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為について新たに設定す



るものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳出につきましては、一般被保険者高額療養費の増額等であ

り、その財源として、保険給付費等交付金を増額し、一般会計繰入金を減額するものでありま

す。 

 第２表の債務負担行為につきましては、令和４年度における国保月報・調整交付金システム

保守業務に関し、準備期間に日数を要することから、新たに設定するものでございます。 

 議案第６１号は、令和３年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第１号）でありまして、

既定の予算額に８７万９，０００円を追加し、予算の総額を１，９６３万１，０００円とする

もので、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為を新たに設定するものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳出につきましては、前年度決算確定に伴う実質収支の２分

の１相当額を青果市場事業特別会計財政調整基金へ積み立てるものであり、その財源につきま

して繰越金を計上し、基金繰入金を減額するものでございます。 

 第２表の債務負担行為につきましては、令和４年度から令和８年度における青果市場警備業

務に関し、準備期間に日数を要することから、新たに設定するものでございます。 

 議案第６２号は、令和３年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）でありまして、

既定の予算額から６，８８５万４，０００円を減額し、予算の総額を６４億４，２００万円と

するもので、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為を新たに設定するものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳出につきましては、職員給与費の減額、地域密着型介護サ

ービス給付費の減額及び居宅介護予防サービス費の増額等によるもので、その財源として、保

険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び一般会計繰入金を減額するものでございま

す。 

 第２表の債務負担行為につきましては、令和４年度における地域包括支援センター運営業務

等に関し、準備期間に日数を要することから、新たに設定するものでございます。 

 議案第６３号は、令和３年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）であり

まして、既定の予算額に２５５万７，０００円を追加し、予算の総額を２１億９，７９２万６，

０００円とするもので、歳入歳出予算について補正するものでございます。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳出につきましては、職員給与費の減額及び一般会計繰出金

の増額等であり、その財源として、療養給付費負担金精算金を計上し、一般会計繰入金を減額

するものであります。 

 議案第６４号は、令和３年度牛久市下水道事業会計補正予算（第２号）でありまして、資本

的収入及び支出及び債務負担行為について補正するものであります。 

 資本的収入及び支出につきましては、国庫補助金の確定に伴い汚水管渠布設工事費を減額し、



汚水管渠及びポンプ場設備の点検調査費を増額するものであり、その財源として、企業債及び

国庫補助金を減額し、一般会計出資金を増額するものでございます。 

 債務負担行為につきましては、令和４年度におけるポンプ場の電気保安管理業務等に関し、

準備期間に日数を要することから、新たに設定するものでございます。 

 議案第６５号は、市道路線の路線変更についてでありまして、本件は、市道整備事業に伴い

市道４号線の路線を変更するものでございます。 

 議案第６６号は、工事請負契約の締結についてであり、本件は、牛久駅西口歩道橋改修工事

について工事請負契約を締結するものであり、牛久駅とエスカードビルを結ぶ歩道橋の耐震補

強及び屋根の設置を行うもので、去る１１月５日に一般競争入札を執行し、細谷・菊水サトー

特定建設工事共同企業体が１億８，６７８万円で落札したものでございます。 

 以上が、条例の改正、補正予算、道路の路線変更、工事請負契約の締結の概要でありますが、

詳細につきましては、お手元の議案書等により御審議の上、適切なる議決を賜りますようお願

い申し上げます。 

○杉森弘之 議長 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第１５、諮問第３３号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 諮問第３３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋治市長。 

      〔根本洋治市長登壇〕 

○根本洋治 市長 諮問第３３号は、人権擁護委員の推薦につき、議会の意見を求めることに

ついてであります。 

 本件は、現人権擁護委員であります岩岡 正氏が、本年１２月３１日をもって任期満了とな

るため、新たに柏田町に在住の志賀美佐江氏を推薦するものであります。 

 志賀氏は、識見、人格ともに優れ、また広く社会の実情に通じ、これまでの熱心な活動から

人権擁護委員として適任者であると確信し、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会

の意見を求めるものであります。 

 何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。 

○杉森弘之 議長 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、諮問第３３号について質疑を許します。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 以上で諮問第３３号についての質疑を終結いたします。 



 お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第３３号については、会議規則第３

７条第３項の規定により、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、諮問第３３号については、常任委員会付

託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 ほかにありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 以上で、討論を終結いたします。 

 これより、諮問第３３号についての採決を行います。 

 諮問第３３号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、本案はこれに決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○杉森弘之 議長 起立全員であります。よって、本案はこれを可とすることに決しました。 

 次に、日程第１６、意見書案第１４号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第１４号 土地利用規制法等の強化改正を求める意見書の提出について 

 

○杉森弘之 議長 提案者に提案理由の説明を求めます。８番石原幸雄議員。 

      〔８番石原幸雄議員登壇〕 

○８番 石原幸雄 議員 朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。 

 土地利用規制法等の強化改正を求める意見書（案）。 

 ２０２１年６月１６日、国会において、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用

状況の調査及び規制等に関する法律、いわゆる土地利用規制法が成立した。 

 しかしながら、この法律は、外国人が日本国内の土地を買うことを禁止しているものではな

く、その利用行為に限って制限を加えるものにすぎないので、国の安全保障の観点から、外国

人による土地所有等に対する規制の強化を求める声が相次いでいる。 



 一方、日本以外の外国では、国の安全保障の観点から、所有権等の私権が一定の制限を受け

ることは致し方のないことであり、その意味で、外国人の土地所有を禁じるとの厳しい制限を

課したり、土地所有自体を認めずに期限を区切った借地権としている国も多く見受けられる。 

 ところで、外国人による日本国内の土地所有の対象は、これまでは別荘地・リゾート地、森

林・水源地が中心であったが、最近は、耕作放棄地等の農地や山林にも及んでいることから、

農地の保全等の観点から、外国人の農地等の所有や賃貸に対する懸念が一段と高まりを見せて

いる。 

 そこで、外国人の土地所有は、国の存立や安全保障に係わる問題だけではなく、農地の保全

や環境破壊の防止の問題でもあるのと観点から、外国人の土地所有を禁じる等、土地利用規制

法等の強化改正に向けて、下記の事項を早急に実施されるよう、強く求める次第である。 

記 

１．日本国内の土地を外国人が所有することを禁じる等、土地利用規制法を強化改正すること。 

２．外国人の土地所有を禁じる上で支障となっているサービス貿易に関する一般協定（ＧＡＴ

Ｓ）における「日本人と外国人の待遇に格差を設けてはならない」とのルールを見直すこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○杉森弘之 議長 以上で提案者の提案理由説明は終わりました。 

 次に、日程第１７、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○杉森弘之 議長 明日12月１日は、議案調査のため休会といたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○杉森弘之 議長 御異議なしと認めます。よって、明日１日は休会とすることに決定いたし

ました。 

 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

                午前１０時３２分散会 

 


